
議案第１５９号 

 

川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和２年１１月２４日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正す

る条例の一部を改正する条例 

川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条

例（令和元年川崎市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

目次の改正規定中「柿生学園及びくさぶえの家」を「柿生学園」に、 

「第６節 かじがや障害者デイ・サービスセンター（第１０７条～第１１６ 

条） 

第７節 削除                           」 

を 

「第６節及び第７節 削除」 

に、「御幸日中活動センター（第１３７条～第１４６条）」を「削除」に改め

る。 

第２章第１０節中第２２条の３３を第１４６条とし、第２２条の３２を第１

４５条とし、第２２条の３１を第１４４条とする改正規定、第２２条の３０第



１号を改め、同条を第１４３条とする改正規定、第２２条の２９を第１４２条

とし、第２２条の２８を第１４１条とし、第２２条の２７を第１４０条とし、

第２２条の２６を第１３９条とする改正規定、第２２条の２５の見出し及び同

条を改め、同条を第１３８条とする改正規定、第２２条の２４を第１３７条と

する改正規定並びに第２章第１０節を第３章第９節とする改正規定を次のよう

に改める。 

  第２章第１０節を削る。 

 第２章第９節を第３章第８節とする改正規定を次のように改める。 

第２章第９節を第３章第８節とし、同節の次に次の１節を加える。 

     第９節 削除 

第１３７条から第１４６条まで 削除 

第２章第８節の改正規定、同節を第３章第７節とする改正規定、第２章第７

節中第２２条の７を第１１６条とし、第２２条の６の３を第１１５条とし、第

２２条の６の２を第１１４条とする改正規定、第２２条の６第１号を改め、同

条を第１１３条とする改正規定、第２２条の５の５を第１１２条とし、第２２条

の５の４を第１１１条とし、第２２条の５の３を第１１０条とし、第２２条の

５の２を第１０９条とする改正規定、第２２条の５の見出し及び同条を改め、

同条を第１０８条とする改正規定、第２２条の４を第１０７条とする改正規定

並びに第２章第７節を第３章第６節とする改正規定を次のように改める。 

  第２章第７節及び第８節を削る。 

 第２章第６節を第３章第５節とする改正規定を次のように改める。 

第２章第６節を第３章第５節とし、同節の次に次の２節を加える。 

第６節及び第７節 削除 

第１０７条から第１２７条まで 削除 

 第２章第２節中第６条の５を第６８条とし、第６条の４の３を第６７条とす



１号を改め、同条を第１４３条とする改正規定、第２２条の２９を第１４２条

とし、第２２条の２８を第１４１条とし、第２２条の２７を第１４０条とし、

第２２条の２６を第１３９条とする改正規定、第２２条の２５の見出し及び同

条を改め、同条を第１３８条とする改正規定、第２２条の２４を第１３７条と

する改正規定並びに第２章第１０節を第３章第９節とする改正規定を次のよう

に改める。 

  第２章第１０節を削る。 

 第２章第９節を第３章第８節とする改正規定を次のように改める。 

第２章第９節を第３章第８節とし、同節の次に次の１節を加える。 

     第９節 削除 

第１３７条から第１４６条まで 削除 

第２章第８節の改正規定、同節を第３章第７節とする改正規定、第２章第７

節中第２２条の７を第１１６条とし、第２２条の６の３を第１１５条とし、第

２２条の６の２を第１１４条とする改正規定、第２２条の６第１号を改め、同

条を第１１３条とする改正規定、第２２条の５の５を第１１２条とし、第２２条

の５の４を第１１１条とし、第２２条の５の３を第１１０条とし、第２２条の

５の２を第１０９条とする改正規定、第２２条の５の見出し及び同条を改め、

同条を第１０８条とする改正規定、第２２条の４を第１０７条とする改正規定

並びに第２章第７節を第３章第６節とする改正規定を次のように改める。 

  第２章第７節及び第８節を削る。 

 第２章第６節を第３章第５節とする改正規定を次のように改める。 

第２章第６節を第３章第５節とし、同節の次に次の２節を加える。 

第６節及び第７節 削除 

第１０７条から第１２７条まで 削除 

 第２章第２節中第６条の５を第６８条とし、第６条の４の３を第６７条とす

る改正規定を次のように改める。 

  第６条の５中「又はくさぶえの家」を削り、第２章第２節中同条を第６８

条とする。 

第６条の４の３中「又は第３項」を削り、同条を第６７条とする。 

第６条の４の２第１項を改め、同条を第６６条とする改正規定を次のように

改める。 

第６条の４の２第１項を次のように改める。 

   柿生学園において指定障害福祉サービス、指定地域相談支援、指定計画

相談支援又は日中一時支援を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わ

なければならない。 

第６条の４の２第３項及び第４項を削り、同条第５項中「又は第３項」を

削り、同項を同条第３項とし、同条を第６６条とする。 

 第６条の４第１号から第３号までを改め、同条を第６５条とする改正規定を

次のように改める。 

  第６条の４中「及びくさぶえの家」を削り、同条第１号中「第６条第１号

から第４号まで」を「第５８条第１号、第２号及び第４号」に改め、同条第

２号及び第３号を次のように改める。 

⑵ 地域相談支援給付決定障害者 

⑶ 計画相談支援対象障害者等 

第６条の４第５号中「又はくさぶえの家」を削り、同条を第６５条とする。 

第６条の３の５の表を改め、同条を第６４条とする改正規定を次のように改

める。 

第６条の３の５を削る。 

第６条の３の４を第６３条とし、第６条の３の３を第６２条とし、第６条の

３の２を第６１条とする改正規定を次のように改める。 



第６条の３の４中「又はくさぶえの家」を削り、同条を第６３条とし、同

条の次に次の１条を加える。 

第６４条 削除 

第６条の３の３中「又はくさぶえの家」を削り、同条を第６２条とする。 

第６条の３の２第１項中「又はくさぶえの家」を削り、同条を第６１条と

する。 

第６条の３の見出し及び同条を改め、同条を第６０条とする改正規定を次の

ように改める。 

第６条の３を削る。 

 第６条の２の見出し及び同条を改め、同条を第５９条とする改正規定を次の

ように改める。 

第６条の２の見出しを「（柿生学園の位置）」に改め、同条中「柿生学園」

の次に「の位置」を加え、「に置く」を「とする」に改め、同条を第５９条

とし、同条の次に次の１条を加える。 

第６０条 削除 

第６条第１号、第３号及び第５号から第７号までを改め、同条を第５８条と

する改正規定を次のように改める。 

第６条中「及びくさぶえの家」を削り、同条第１号を次のように改める。 

⑴ 生活介護に関すること。 

第６条第２号中「（柿生学園に限る。）」を削り、同条第３号を次のよう

に改める。 

⑶ 削除 

第６条第４号中「（柿生学園に限る。）」を削り、同条第５号及び第６号

を次のように改める。 

⑸ 一般相談支援事業に関すること。 



第６条の３の４中「又はくさぶえの家」を削り、同条を第６３条とし、同

条の次に次の１条を加える。 

第６４条 削除 

第６条の３の３中「又はくさぶえの家」を削り、同条を第６２条とする。 

第６条の３の２第１項中「又はくさぶえの家」を削り、同条を第６１条と

する。 

第６条の３の見出し及び同条を改め、同条を第６０条とする改正規定を次の

ように改める。 

第６条の３を削る。 

 第６条の２の見出し及び同条を改め、同条を第５９条とする改正規定を次の

ように改める。 

第６条の２の見出しを「（柿生学園の位置）」に改め、同条中「柿生学園」

の次に「の位置」を加え、「に置く」を「とする」に改め、同条を第５９条

とし、同条の次に次の１条を加える。 

第６０条 削除 

第６条第１号、第３号及び第５号から第７号までを改め、同条を第５８条と

する改正規定を次のように改める。 

第６条中「及びくさぶえの家」を削り、同条第１号を次のように改める。 

⑴ 生活介護に関すること。 

第６条第２号中「（柿生学園に限る。）」を削り、同条第３号を次のよう

に改める。 

⑶ 削除 

第６条第４号中「（柿生学園に限る。）」を削り、同条第５号及び第６号

を次のように改める。 

⑸ 一般相談支援事業に関すること。 

⑹ 特定相談支援事業に関すること。 

  第６条第７号中「法第４条第１項に規定する」及び「（以下「障害者」と

いう。）」を削り、「第６条の４の２」を「第６６条」に改め、「（柿生学

園に限る。）」を削り、同条を第５８条とする。 

第２章第２節を第３章第１節とする改正規定中「第２章第２節」の次に「の

節名中「及びくさぶえの家」を削り、同節」を加える。 

第１章の改正規定のうち第４条第１号中「及びくさぶえの家」を削り、同条

第６号及び第７号を次のように改める。 

 ⑹及び⑺ 削除 

第１章の改正規定のうち第４条第９号を次のように改める。 

 ⑼ 削除 

附則第１項ただし書を次のように改める。 

ただし、次項の規定は公布の日から、くさぶえの家、かじがや障害者デイ

・サービスセンター、れいんぼう川崎及び御幸日中活動センターに係る改正

規定は令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

くさぶえの家、かじがや障害者デイ・サービスセンター及び御幸日中活動セ

ンターを廃止するため、この条例を制定するものである。 




